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地域医療支援病院承認要件適合確認表 
申請病院名： 桑名市総合医療センター        
要件種別 
（証明を求め

る根拠） 

承    認    要    
件 

要   件   項   目 
適：○ 
否：× 

規定法令
等 

開設者 
種別 
（省令第6条第
1項第 1号） 

国・都道府県・市町村・特別医療
法人・公的医療機関・医療法人・民
法法人・学校法人・社会福祉法人・
独立行政法人労働者健康福祉機構 
 

（開設者） 
地方独立行政法人 
桑名市総合医療センター           

（開設者住所） 
桑名市寿町三丁目１１番地      
 

○ 

法第４条 
第１項 
厚告 105 

施設規模 
（省令第6条第
1項第 2号） 

原則200人以上の患者を入院させる
ための施設を有すること。 
※病床の種別は問わない。 

一般４００ 床 ≧ ２００床 
 ○ 

法第４条第
１項第４号 
省令第６条
の 2 
局長通知第
639 号 3(5) 

紹介患者
に対する
医療提供 
（省令第6条第
2項第 1号） 
 

他の病院又は診療所から紹介さ
れた患者に対し医療を提供する体
制が整備されていること。 
ア）次の式により算定された数（以
下「地域医療支援病院紹介率」と
いう。）が８０％以上であること。 

紹介患者の数 
初診患者の数 

ア）紹介率 80%以上 
紹介患者数  ９，８９３人(A) 
初診患者数 １３，３７６人(B) 
紹 介 率 (A)÷(B)×100 
           ↓ 
       ７４．０ ％ 

 

法第４条第
１項第 1号 
局長通知第
639 号 3(1) 
（ｱ～ｳの 
いずれかに 
該当） 
 
 
 

イ）地域医療支援病院紹介率が 
６５％以上であり、かつ、次の式
により算定された数（以下「地域
医療支援病院逆紹介率」という。）
が４０％以上であること。 
 逆紹介患者の数 

    初診患者の数 
 

イ）紹介率 65%以上かつ逆紹介
率 40%以上 
逆紹介患者数１３，４１７人(C) 
紹 介 率 (A)÷(B)×100 
           ↓ 
      ７４．０ ％ 

逆紹介率 (C)÷(B)×100 
          ↓ 
     １００．３ ％ 

 

ウ）地域医療支援病院紹介率が 
５０％以上であり、かつ、地域医
療支援病院逆紹介率が７０％以
上であること。 
 

ウ）紹介率 50%以上かつ逆紹介
率 70%以上 
紹 介 率 (A)÷(B)×100 
           ↓ 
        ７４．０ ％ 

逆紹介率 (C)÷(B)×100 
          ↓ 

      １００．３ ％ 

○ 

設備 
（省令第6条第
1項第 5号） 

法第21条第1項2号から第8号ま
で及び第 10 号から第 12 号まで並び
に第22条第1号第1号及び第4号か
ら第 9 号までに規定する施設を有す
ること。 

法第21条第1項2号から第8号まで及び
第10号から第12号までに規定する施設 

法第 4 条第 1
項第 5号 

〃   
第 6号 

 各科専門の診察室 ○ （法第 21 条
第 2号） 

×100 

×100 

資料３ 
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手術室 ○ （法第 21 条
第 3号） 

処置室 ○ （法第 21 条
第 4号） 

 

 

   

臨床検査施設 ○ （法第 21 条
第 5号） 

エックス線装置 ○ 
（法第 21 条
第 6号） 

洗濯施設 ○ 

構造・設
備 
（省令第6条第
1項第 5号） 

法第21条第1項2号から第8号ま
で及び第 10 号から第 12 号まで並び
に第22条第1号第1号及び第4号か
ら第 9 号までに規定する施設を有す
ること。 

第 22条第 1号第 1号及び第4号から第9
号までに規定する施設 

法第 4 条第 1
項第 5号 

〃   
第 6号 

 
集中治療室 ○ 

（法第 22 条
第 1 項第 1
号） 

化学検査室 ○ 
（法第 22 条
第 1 項第 4
号） 

細菌検査室 ○ 

病理検査室 ○ 

病理解剖室 ○ 
（法第 22 条
第 1 項第 5
号） 

研究室 ○ 
（法第 22 条
第 1 項第 6
号） 

講義室 ○ 
（法第 22 条
第 1 項第 7
号） 

図書室 ○ 
（法第 22 条
第 1 項第 8
号） 

救急車又は 
患者搬送用自動車 ○ （法第 22 条

第 1 項第 9
号、 

省令第 22
条） 医薬品情報管理室 ○ 
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共同利用
体制の整
備 
（省令第6条第
2項第 2号） 

当該病院の建物の全部若しくは
一部、設備、器械又は器具を、当該
病院に勤務しない医師、歯科医師、
薬剤師、看護師等地域の医療従事者
の診療又は研修に利用させるため
の体制が整備されていること。 

※共同利用を行おうとする当該２
次医療圏に所在する医療機関の
登録制度（「利用医師等登録制
度」）を設け、当該地域医療支援
病院の開設者と直接関係のない
医療機関が現に共同利用を行っ
ている全医療機関の５割以上で
あること。 

※共同利用の対象となる建物、設
備、器械又は器具の範囲をあらか
じめ定めること。 

※当該病院の施設・設備が地域の全
ての医師又は歯科医師の利用の
ために開放されており、そのため
の共同利用に係る規定が、病院の
運営規定等に明示されているこ
と。 

※利用医師等登録制度の実施にあ
たる担当者を定め、登録された医
療機関との協議、共同利用に関す
る情報の提供等連絡、調整業務を
行わせること。 

※共同利用を行うために、他の医療
機関からの利用申出に、迅速かつ
適切に対応できる専用病床を確
保すること。 

なお、他の病床の利用状況等
の事情からやむを得ず共同利用
に係る患者以外の患者を一時的
に収容することは差し支えな
い。 

共 
 

同 
 

利 
 

用 
 

の 
 

状 
 
況 

利用医師等登録制度に登
録されている医療機関の
数 
    ９２  医療機関 
 
うち申請者と直接関係の
ない医療機関の数及び割
合（５割以上） 
    ９２ 医療機関 
      １００ ％ 
 
（実績） 
共同利用を行った医療機
関の延べ数 
 
  ２，４２７ 医療機関 
 
うち申請者と直接関係の
ない医療機関の延べ数及
び割合 
 
２，４２７件 １００ ％ 

○ 

法第 4 条第 1
項第 1号 
局長通知第
639 号 3(2)
イ) 

共同利用の範囲の明示 ○ 

法第 4 条第 1
項第 1号 
省令第9条の
16 

共同利用に係る規定の明示 ○ 
局長通知第
639 号 3(2)
ア) 

共同利用に係る担当者の設置 ○ 
局長通知第
639 号 3(2)
ウ) 

共同利用のための専用病床の 
設置  ５ 床 ○ 

局長通知第
639 号 3(2)
エ) 

救急医療
の提供 
（省令第6条第
2項第 3号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

救急医療を提供する能力を有す
ること。 

※２４時間体制で入院治療を必要
とする重症救急患者に必要な検
査、治療ができるよう、通常の当
直体制の外に重症救急患者の受
入に対応できる医師等医療従事
者が確保されているとともに、重
症救急患者のために優先的に使
用できる病床又は専用病床が確
保されていること。 

※なお、特定の診療科において２４
時間体制で重症救急患者の受入
に対応できる体制が確保されて
いれば差し支えない。 

 
 

重症救急患者の受入れに対応で
きる体制の確保 ○ 

法第 4 条第 1
項第 2号 
局長通知第
639 号 3(3)
ア) 重症救急患者のために優先的に

使用できる病床又は専用病床の
確保 

○ 
優先病床 専用病床 計 

 ７ 床 ７ 床  ７ 床 

入院治療を必要とする重症救急
患者に必要な検査、診療施設の
確保 

○ 
局長通知第
639 号 3(3)
イ) 

救急自動車による傷病者の搬入
に適した構造設備の保有 ○ 

局長通知第
639 号 3(3)
ウ) 
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※入院治療を必要とする重症救急
患者に必要な検査、治療を行うた
めに必要な診療施設（診察室、処
置室、検査室等）を有し、２４時
間使用可能な体制が確保されて
いること。 

※救急自動車による傷病者の搬入
に適した構造設備を有している
こと。 

救急搬送患者の数 4,235 
 救急医療圏人口   
 
 

 

局長通知第
639 号 3(3)
エ) 
1) 

救急搬送患者の数  
4,235 ≧1000 

 
○ 

2)  
1）２）いず
れかに該当
すること 

救急医療の提供にあたっては、
救命救急センター若しくは病院
群輪番制病院であること、又は
これに相当する機能を有した体
制の整備がなされた病院等であ
ること。 

○ 

三重県医療
審議会基準 

研修の実
施 
（省令第6条第
2項第 4号） 
 
 

地域の医療従事者の資質の向上
を図るための研修を行わせる能力
を有すること。 
※必要な図書等を整備し、地域の医
師等を含めた症例検討会、医学・
医療に関する講習会等を定期的
に行う体制が整備されているこ
と。 

※研修目標、研修計画、研修指導体
制その他研修の実施のために、必
要な事項を定めた研修プログラ
ムを作成していること。 

※研修プログラムの管理及び評価
を行うため、病院内に研修全体に
ついての教育責任者、研修委員会
が設置されていること。 

※研修の実施のために必要な施設
及び設備を有していること。 

※ここでいう研修とは、医師法第１
６条の２に規定する臨床研修を
念頭においているものではなく、
主として既に地域において開業
している又は勤務している医師、
歯科医師、薬剤師及び看護師等に
対しての資質の向上を図るため
の研修である。 

※地域の医師等が行う地域医療に
関する研究、保健医療活動への援
助を行うほか、疾病や医薬品情報
等の保健医療情報を収集検討し、
地域の医師等に提供することが
望ましい。 

図書等の整備 ○ 
法第 4 条第 1
項第 3号 
局長通知第
639 号 3(4)
ア) 

地域医療従事者向け研修会 
【看護部】 
開催実績 

  尿道留置かルーテル・導尿
について            

       Ｒ元.５.１３               
 排泄ケアについて          
       Ｒ元.５.１３ 
 心電図          

        Ｒ元.６.２１ 
       他６回 全９回 

○ 

地域医療従事者向け研修会 
【症例検討会】開催実績 
            ４回 
地域医療従事者向け研修会 
【放射線画像読影会】 
開催実績 
           ３９回 

○ 

研修プログラムの作成 ○ 
局長通知第
639 号 3(4)
イ) 

研修プログラムの管理・評価の
ための教育責任者及び研修委員
会の設置 

○ 
局長通知第
639 号 3(4)
ウ) 

研修実施のために必要な施設及
び設備の保有 ○ 

局長通知第
639 号 3(4)
エ) 

年間 12 回以上の研修を主催 ○ 
局長通知第
639 号 3(4)
ォ) 

諸記録の
管理 
（省令第6条第

診療並びに病院の管理及び運営
に関する諸記録の管理方法に関す
る書類を提出すること。 

診療並びに病院の管理及び運営
に関する諸記録の管理に関する
責任者及び担当者の設置 

○ 
省令第9条の
16第 1項第 4
号 

×1000 ≧2 



5 

2 項第 5 号、
第 6号） 

診療並びに病院の管理及び運営
に関する諸記録の適切な分類管
理 

○ 
省令第 21 条
の 5第 1項第
2号、第 3号 

諸記録の
閲覧 
（省令第6条第
2項第 8号） 

病院の管理及び運営に関する諸
記録の閲覧方法に関する書類を提
出すること。 

病院の管理及び運営に関する諸
記録の閲覧に関する責任者及び
担当者の設置 

○ 

省令第6条第
2項第 8号 
省令第 9 条の
16 第 1 項第 5
号 

委員会の
設置 
（省令第6条第
2項第 9号） 
 
 
 
 
 

委員会は、当該地域の医師会等医
療関係団体の代表、県・市町の代表、
学識経験者等など、病院が所在する
地域の医療を確保する上で重要な
関係を有する者を中心に構成され
ていること。 
※委員として、当該病院の関係者が

就任することを妨げないが、その場合
であっても、関係者以外の者が大半を
占めるよう留意すること。 

※委員会は、定期的（最低４半期に
１回程度）に開催することを原則
とし、そのほか、必要に応じて不
定期に開催することを妨げない
こと。 

委員就任承諾書及び履歴書の添
付及び適正な組織構成の確保 
 

○ 

法第16条の2
第1項第7号 
省令第9条の
19 第 1項 
局長通知第
639号 3(6)①
及び 5(7)①
～④ 

委員の構成（ １０人） 

関係者の数 
関係者以
外の数 

開催計
画 

４ ６ 
４回
/年 

患者に対
する相談
体制 
（三重県医療
審議会基準） 

当該病院内に患者相談窓口及び担当者を設け、患者及び家族等からの
苦情、相談に応じられる体制を確保すること。 ○ 

省令第9条の
19 第 1項 
局長通知第
639 号 5(8) 

地域医療
支援業務
の実施 
体制 
（任意） 

地域の他の医療機関との連携を円滑に行うための専用の室及び 
担当者の設置  

省令第9条の
19 第 1項 
局長通知第
639号 5(9)① 

病院の機能に関する第三者による評価の有無 ○ 

省令第9条の
19 第 1項 
局長通知第
639号 5(9)② 

退院調整部門の設置 ○ 

省令第9条の
19 第 1項 
局長通知第
639号 5(9)③ 

地域連携クリティカルパスの策定 ○ 

省令第9条の
19 第 1項 
局長通知第
639号 5(9)④ 

果たしている役割に関する情報発信の有無 ○ 

省令第9条の
19 第 1項 
局長通知第
639号 5(9)⑤ 
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他の地域
医療支援
病院との
業務連携 
（三重県医療
審議会基準） 

同一２次医療圏内における２カ
所目以降の承認にあたっては、当該
地域の実情を勘案し、三重県医療審
議会の意見を聞いたうえで承認を
検討すること。※同一２次医療圏内
において既に承認を受けている病院
及び承認を受けようとしている病院
と、連携・協力し地域医療の充実に取
組むこと。 
 （上記病院との協議に基づく具体的

な役割分担の内容等が調整され
ていること。） 

※地区医師会の了承を得ていること。 

市立四日市病院、 
四日市羽津医療センター、 
県立総合医療センターの 
３病院と協定締結                   
                  
                    
桑名医師会了承済  

○ 

地域の実情
を勘案し各
県が判断す
る事項であ
る。 
（厚生労働
省見解） 

その他参
考事項 

直近立入検査における指摘の有無等 
（検査実施日：令和元年１１月１日、指摘事項等 有）   

 


